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建物を取り壊したときや新築・増築されたとき、未登記の
建物を名義変更したときには届け出が必要になります！

※お問い合わせ先　役場税務課（℡：７－５２９２）

「固定資産（家屋）解体届」及び「固定資産異動届」の用紙は、役場税務課窓口に設置している

ほか町公式ホームページに掲載しています。

ご不明な点がございましたら、役場税務課までお問い合わせください。

建物を
取り壊したとき

建物を取り壊したときは、翌年度からの税額に影響しますので、「固定資産（家屋）
解体届」に必要事項を記載し、届出者の押印をしたうえ税務課へ提出してください。

登記している建物については、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
なお、滅失登記の手続きをされた場合は、「固定資産（家屋）解体届」の提出は必

要ありません。

新築・増築された建物については、翌年度から課税の対象となります。
税務課の職員が、家屋の評価に伺いますので、新築・増築された方は税務課へご連

絡ください。

建物を
新築・増築したとき

未登記の建物を売買・相続・贈与などにより所有者が変更になったときは、「固定
資産異動届」を税務課へ提出してください。届け出には、新旧所有者の押印が必要に
なります。（相続の場合は、新所有者の押印のみ）

「固定資産異動届」の届け出がない場合、次年度も引き続き同じ所有者に課税され
ますので、お手数でも提出をお願いします。

未登記の建物を
名義変更したとき
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11月の平均乗車人数

１便（９時美駒平発） 約２人

２便（10時20分美駒平発） 約９人

３便（12時30分大岩方面発） 約９人

４便（13時40分美駒平発） 約７人

５便（15時05分大岩方面発） 約８人

６便（16時30分いこいの湯発） 約５人
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令和３年１月 31 日㈰
までに使ってね！


